
現在､ 地方自治体は深刻な財源不足に直面し､

多くの地方自治体が行財政改革に取り組んでい

る｡ 発生主義会計によるバランスシートの作成

や事務事業評価により事業の成果を重要視する

方向へと展開が図られ､ 予算編成についても新

しい手法が多くの地方自治体で実践されている｡

しかしながら､ 財政指標については従来からの

財政指標である経常収支比率や起債制限比率に

より財政運営を行っており､ これらの指標だけ

では､ 健全な財政運営を行うには限界がある｡

本論は､ 小西 (����) で示した債務償還可能年

限
１)
という新しい指標によって､ これまでの指

標では正確に把握できていなかった財政状況に

ついて分析し､ 地方自治体の健全な財政運営に

ついての考え方を示そうとしたものである｡

本論では､ 現時点における財政運営の手法を

取り上げ､ その問題点について分析する｡ 次に､

宝塚市における債務償還可能年限を測定し､ 今

までの財政運営では正確に把握されていなかっ

た債務の大きさや債務償還能力を意識した財政

運営のあり方とその手法について述べる｡

現在､ 多くの地方自治体の財政運営は､ 財源

不足額を基金取り崩しで補てんすることが前提

となっている｡ そして基金取り崩しの額をでき

るだけ少なくするため､ 地方債の発行は最大限

行われる｡ しかし､ 地方債の発行が今後の税収

等財源を見据えたものであるならまだしも､ 景

気の先行きに不安要素が多い現下の状況におい

ては､ 本来この手法は選択できるものではない｡

(このようにせざるをえない理由については次

節で述べる｡)

地方債依存の体質は､ いわゆる実施計画の
２)

策定時から現れている｡ 実施計画策定時におい

ては､ 基金を残すためというより､ 財政担当課

から示される実施計画に使える一般財源が少な

いため､ 地方債の発行によりなんとか事業採択

しようとする意味合いが強い｡

ただし､ 地方債も打ち出の小槌ではなく､ そ

の発行については総務省のコントロールを受け

ている｡ そのコントロールは､ 起債制限比率と

いう指標に基づく｡ この指標は､ 簡単に言えば

標準財政規模を分母､ 元利償還金を分子として

求めた値の３ヶ年平均値である｡ しかし､ この

指標は､ 単年度に多額の地方債を発行した場合

でも､ 普通､ 地方債には元本償還の据え置き期

間があるため起債制限比率はすぐには上昇しな

い｡ また､ 償還期間を長くすれば起債制限比率

の上昇はゆっくりとしたペースになるという特

徴がある｡ つまり､ 起債制限比率は､ 長期間の

推移をみる必要があり､ 単年度の数値だけでは､

今後の状況を正確に判断することは難しい指標

であるといえる｡

現在のところ､ 起債制限比率の将来予測を考

－ －��

１. 現在の財政運営上の問題点
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１) 小西 (����)､ ���－���頁

２) 宝塚市の場合は総合計画を実現するための計画である基本計画を推進するための計画であり､ 具体的な実施

方法を定めるものである｡ 社会経済情勢の変化に柔軟に対応するため､ ３年間の計画とし､ ローリング方式

により､ 策定することを基本とする｡



慮して地方債を発行しているのではないし､ 地

方債をどれだけまでなら発行しても将来健全な

財政運営ができるのかという指標もない状態で

財政運営をしており､ 地方債残高を増やさない

ことぐらいしか念頭においていない｡ 目標値が

ないため､ 結果的に歯止めが効かなくなる｡

さらに､ 一番見落としがちな問題として､ 普

通会計決算統計には表れない隠れ借金というべ

きものがある｡ 具体的には､ 下水道事業会計や

病院事業会計における地方債のうち一般会計で

負担すべきもの､ 第３セクターや土地開発公社

の負債､ 退職手当引当金がある｡ これらの隠れ

借金は起債制限比率に反映されないばかりか､

財政運営上どのような影響を与えるか正確に把

握されていない｡

現在のまま地方債の発行を続け､ 起債制限比

率のみを指標とする財政運営を続けていれば､

気がつかないうちに隠れ借金が膨れあがり､ 気

づいたときには破綻前夜を迎えている可能性も

否定できない｡ それを回避するには隠れ借金を

把握したうえで地方債発行が将来に与える影響

を踏まえて財政運営する必要がある｡ 隠れ借金

を考慮した実際の財政状況の把握については次

節で述べることにする｡

地方債は､ 道路や学校のように後年度にわたっ

て便益をもたらすものを建設するときに発行す

るもので､ 世代を越えて負担する仕組みである

が､ 現在の政策判断に意見を言えない将来世代

への負担の先送りでもある｡ それ故､ もっと慎

重に地方債の発行を考えるべきであると考える｡

家計においても子供や孫に借金を残したいと思

う親はいないならば､ 同じことが財政運営にい

えないはずがない｡ 先送りにされるのは､ 先に

送っていることが財政指標に表れないことも原

因であろう｡ そこでそのような財政運営の指標

を作る必要がある｡

現在､ 総務省の指導によりバランスシートの

作成や行政コスト計算書の作成が各地方自治体

において取り組まれているが､ その活用方法に

ついては特に示されることはなく､ 作成するこ

とが目的になっている地方自治体が多い｡ 本節

では､ バランスシートから得ることのできる情

報を活用し､ 宝塚市のケースを用いて発生主義

による財政状況の把握とバランスシートの活用

方法について述べる｡

バランスシートは､ ある時点のストックベー

スの情報を左辺に資産､ 右辺に負債と資本を記

入することにより表したものである｡ 表１は平

成��年３月��日現在の宝塚市のバランスシート

である｡ 例えば負債には､ 地方債現在高､ 退職

給与引当金､ 債務負担行為が記載されている｡

現在の地方自治体の決算とのもっとも大きな

違いは､ 退職給与引当金が計上されていること

であり､ 地方自治体の決算統計等では完全に欠

落している｡ 宝塚市の場合､ 退職給与引当金は､

バランスシート作成時点において在籍する職員

が仮に全員自己都合退職した場合の退職手当相

当額を計上している｡

宝塚市では､ 退職手当の支払額が今後増えて

いく一方であるが､ バランスシートからは､ 退

職給与引当金より資産である退職手当積立金の

方が少ないことが読みとれる､ つまり積立不足

になっているという情報を得ることができるの

である｡

退職手当について現在の支給月数を確保する

ためには､ 今後､ 掛金を増やす必要があること

は推測できるが､ 負担率をどこまで引き上げれ

ば現在の支給率を確保できるかについては退職

手当組合からは示されていない｡ 表２は宝塚市

における退職手当積立金の残高の試算である｡

現行の負担率では平成��年度に退職手当積立金

が底をつき､ 退職手当は平成��年度に��億円に

達する｡ このままでは退職手当組合の資金繰り

は行き詰まり､ 退職手当の財源は無くなること

になる｡ 現行の退職手当を確保するには退職手

当負担金を短期間に急激に上げなければならな

い必要があり､ 平成��年度には現行の約���倍
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２. 発生主義による財政状況の現状把握



の負担金を支出しなければ負担金と退職手当の

バランスはとれないことが試算を行うなかで判

明した｡ 退職手当については､ 団塊の世代の退

職時期を数年後に迎え､ 宝塚市だけの問題では

なく､ 多くの地方自治体が抱えている問題であ

る｡ 退職手当基金を持っている地方自治体は独

自に管理しているため今後予測について認識で

きているはずだが､ 退職手当組合に加入してい

債務償還可能年限を活用した財政運営

－ －��

表１ バランスシート (平成15年３月31日現在) (単位：千円)

※債務負担行為に関する情報 ①物件の購入等に係るもの ���������千円 (本表に計上分を除く)

②債務保証又は損失補償に係るもの ����������千円 (本表に計上分を除く)

③利子補給等に係るもの 	千円

出所：平成��年度宝塚市決算成果報告書

借 方 貸 方

[資産の部]

１. 有形固定資産

� 総務費 �������
�

� 民生費 ����������

� 衛生費 ���������	

� 労働費 ��	����

� 農林業費 ���	�����

� 商工費 ������	��

� 土木費 ���������	


� 消防費 ��

�����

	 教育費 �����
�	��


 その他 ��������	

計 ��������	��

(うち土地) (�����������)

有形固定資産合計 ��������	��

２. 投資等

� 投資及び出資金 ������
�	

� 貸付金 ���
�����

� 基金

①特定目的基金 
��������

②土地開発基金 �������
	

③定額運用基金 ���			

基金計 ��	������

� 退職手当組合積立金 ���
���	�

投資等合計 ���������


３. 流動資産

� 現金・預金

①財政調整基金 �������
�

②減債基金 ��������	

③歳計現金 ��������	

現金・預金計 �������
�

� 未収金

①市税 ������	��

②その他 �	����	

未収金計 ����
����

流動資産合計 ����������

資 産 合 計 �
���������

[負債の部]

１. 固定負債

� 地方債 �	�	������

� 債務負担行為

①物件の購入等 ������	��

②債務保証又は損失補償 	

債務負担行為計 ������	��

� 退職給与引当金 ���
���
��

� その他 	

固定負債合計 �	������
�	

２. 流動負債

� 翌年度償還予定額 �	�	�����	

� 翌年度繰上充用金 	

流動負債合計 �	�	�����	

負 債 合 計 ����������	

[正味資産の部]

１. 国庫支出金 �
�	
�����

２. 都道府県支出金 ������	��

３. 一般財源等 �����	�����

正 味 資 産 合 計 �����	�����

負 債・正 味 資 産 合 計 �
���������



る地方自治体は資金管理を退職手当組合が行っ

ており､ 今後予測について認識不足に陥りやす

いため注意が必要である｡

このようにバランスシートからは､ 現行の現

金主義の会計制度からは得ることのできないス

トックベースの情報について得ることができる｡

一方､ 公会計においてストックベースの情報が

重要視されない理由は､ デフォルトの回避､ つ

まり現金ベースでの収支不足をおこさないこと

が財政運営上一番大切なこととされているから

と思われる｡ 現在の地方財政制度上､ 借金は建

設事業にしか認められておらず､ (近年は､ 例

外として減税補てん債及び臨時財政対策債とい

う赤字地方債もある｡) 現金収支不足を補てん

するには基金の取り崩ししか方法はない｡ もし､

基金が枯渇すればたちまち収支不足の状態とな

り､ 財政再建準用団体に転落する可能性がある｡

総務省が重視する指標が､ 経常収支比率や起

債制限比率というフローベースの指標であるこ

とからも､ 現金の収支不足をもっとも警戒して

いることが理解できる｡ 地方債残高や債務負担

行為限度額といった数値はストックベースの情

報ではあるが､ その活用方法について示された

ものはなく､ 地方債残高の適正水準を表す指標

も存在しない｡ そのうえ､ 地方債残高と債務負

担行為現在高は全ての負債を表しているわけで

はないため､ 不完全なものといわざるを得ない｡

それでは､ バランスシートをどのようにして

財政運営に活用すべきかであるが､ 一番意味の

あるバランスシートの活用方法は､ 負債を把握

することであろうと考える｡ バランスシートは

前節で述べた普通会計決算統計には表れない隠

れ借金というべき第３セクターや土地開発公社

の負債などを正確に把握することができるから

である｡

地方自治体の借金について発生主義会計によ

ると､ 次のような論点が浮かび上がる｡ ある時

点において地方自治体の負債と地方自治体が責

任を問われるべき負債をできる限り包括的に把

握すればいくらになるのか､ その時点において

負債を返済するために地方自治体が用意できる

資金はいくらになるのか､ 前者を後者で相殺し

ても後まだどのくらい負債は残るのか｡ この負

債の額こそ地方自治体の将来にわたって負うべ

きものであり､ 純負債と呼ぶことができる｡ 小

西 (����) によると ｢純負債とは､ 地方債に準

じるものをすべてカウントし､ 可能な限り包括

的に定義した負債残高から､ 換金可能であり､

負債と相殺できる性質を持った資産を引いたも

のである｡｣ と定義されている｡
３)

発生主義的な発想からは､ 純負債を把握しコ

ントロールすることが､ 将来を見据えた自律的

な財政運営につながると考える｡ 次節では純負

債と､ 地方自治体の債務償還能力､ そしてその

指標化について具体的に述べる｡
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表２ 現行示されている負担率での試算

(平成��年度以降は平成��年度の負担率で固定)

資料：地方財政状況調査､ 宝塚市財政計画､ 平成��年度宝塚

市決算成果報告書より筆者作成

退職手当負担金 退職手当 退職給与積立金残高

��� �	
��	���

��� ���	�
� ��
	��� �	���	���

��
 ���	�
� ���	��� �	���	���

��� �
�	
�� ��
	��� �	���	�
�

��� �	���	��� �	���	��� �	���	���

��� �	�
�	��� �	���	
�� �	���	���

��� �	��
	��
 �	���	��� �	�
�	���

��� �	���	��� �	���	��� ��
	��


��� ���	��� �	

�	��� △ �	���	�
�

��� ���	��
 �	���	��� △ �	���	
��

��� ���	��� �	���	��� △ �	�
�	���

��� ���	��� �	���	
�� △ �	

�	���

��
 ���	�
� �	���	
�� △ 
	���	�
�

��� ���	��� �	���	��� △ 
	���	���

��� �
�	��� �	���	��� △ �	���	���

��� ���	��� �	���	
�� △ �	���	�
�
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はじめに､ 純負債の求め方について説明する｡

バランスシートにおける負債の額に公社や第３

セクターにかかる債務超過額 (この場合簿価で

はなく時価で計算する必要がある｡) を加えた

額から現金､ 普通財産のうち売却可能額､ 基金､

貸付金及び出資金の一部､ 債務負担行為のうち

将来負担の発生するものと繰越事業にかかる特

定財源を差し引くことにより求められる｡

基本的には前述の方法で純負債は求めること

ができるが､ いくつか考慮すべき点がある｡ ま

ず､ 普通財産については本当に売却可能かどう

かの検証が必要であること､ 基金については財

政調整基金と減債基金は負債から差し引くこと

ができるが､ 特定目的基金については本来なら

目的外である借金返済に使うことについて条例

改正や議会の承認が必要になること､ 土地開発

公社の場合､ 時価で資産を計上した場合の債務

超過額が土地開発公社の債務超過とされること

には抵抗があること (土地開発公社の所有地の

うち公共用地分については地方自治体からの依

頼に基づき取得し､ 保有しているため公共用地

分に含み損が発生しても土地開発公社の責任と

するには無理があるため)､ 貸付金及び出資金

については政策的観点で実施したものが多く､

現実に貸付金等を引き上げることが考えにくい

ことなどを考慮する必要がある｡

このような点を整理した上で､ 求められた純

負債を市税等の財源で返済するのにかかる年数

が､ 返済能力を表す指標となる｡ 家計に置き換

えれば､ 借金総額を年収のうち借金返済にまわ

すことのできる金額で割った数値ということに

なる｡

純負債の返済にまわすことのできる市税等の

財源が小西 (����) で定義されている債務償還

可能財源であるが､ 小西 (����) によると ｢債

務償還可能財源とは､ 会計的に定義すれば､ 損

益計算書における収入と経費の差額である当期

利益に､ 減価償却を加えたものである｡｣ とさ

れている｡
４)

これを市の決算に置き換えると､ 市税等の一

般財源と消費的経費にかかる特定財源の合算額

から消費的経費を差し引いたものにあたる｡ こ

の場合､ 投資的経費は一切行わず､ すべて負債

の返済にまわすことを前提としている｡ しかし

実際のところ､ 投資的経費のなかには毎年経常

的に支出しているものもあるし､ 消費的経費の

中にも削減可能な経費はある｡ より厳密に測定

しようとすれば､ 個々の経費を分類する必要が

あるが､ 指標化に際してはひとまず考慮しない

こととする｡

このように定義した､ 純負債を債務償還可能

財源で割ったものを債務償還可能年限とし､ 債

務償還能力を測定するための指標とする｡ この

債務償還可能年限は､ ストックベースの情報で

ある純負債とフローベースの情報である債務償

還可能財源とを組み合わせた指標であり､ これ

までの財政指標とは全く違った概念となる｡ 例

えば､ 起債制限比率は､ 分母､ 分子ともにフロー

ベースの数値であるため､ 地方債の償還期間を

借り換え等で延長すれば分子である元利償還金

の額が減少し､ 起債制限比率は低下するという

ことになる｡ 現実には､ 地方債を発行するには

許可が必要であり､ その際に金額､ 資金の種類､

期間が決められるので､ 自由に償還期間を延ば

すことはできない｡ ただし､ 地方債許可の範囲

内であれば､ 延長することは可能である｡ 延長

した場合には､ 純負債の額は減少していないの

で債務償還可能年限は変わらないが､ 起債制限

比率は低下するという動きをみせる｡

債務償還可能年限を起債制限比率と比較した

場合､ 債務償還可能年限は１節で問題とした隠

れ借金についても考慮している｡ また地方債の

償還期間を延長しても測定値が変わらないとい

う特徴があり､ 財政状況を正確に把握するには

債務償還可能年限を活用した財政運営
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３. 債務償還能力の指標化
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起債制限比率より有用な指標であるといえる｡

一方､ 指標化に際して､ 毎年経常的に支出して

いる投資的経費を勘案していないため地方自治

体間の比較を行う場合､ 測定値が同じでも実際

の債務償還能力には差がある可能性があること

に注意しなければならない｡ 地方自治体が当該

団体の債務償還可能年限を測定する場合には､

毎年経常的に支出している投資的経費を債務償

還可能財源の算出の際に経常経費に含めて測定

すれば実態をより正確に表した測定値が得られ

るはずである｡

次節では､ 実際に宝塚市の債務償還年限につ

いて測定することにより現在の財政状況につい

て把握する｡

(参考)
５)

純負債＝ (地方債現在高＋債務負担行為額のう

ち確実に将来の負担となるものの額＋

繰越事業＋退職給与引当金＋公社及び

第３セクターの負債) － (積立金現在

高＋退職手当組合積立金＋債権のうち

回収可能なもの＋債務負担行為及び繰

越事業にかかる特定財源)

債務償還可能年限 (年) ＝純債務÷債務償還可

能財源

債務償還可能財源＝当年度利益金＋減価償却費

＝経常収入－経常支出＋減価

償却費

経常収入＝地方税＋譲与税＋交付金＋交付税＋

分担金・負担金・寄附金 (経常会計

分) ＋国県支出金 (経常会計分) ＋

繰越金 (経常会計分) ＋諸収入 (経

常会計分) ＋地方債 (減税補てん債､

臨時財政対策債､ 災害復旧債､ 歳入

欠陥債)

経常費用＝人件費＋扶助費＋公債費 (利子分)

＋物件費＋維持補修費＋補助費等＋

繰出金＋災害復旧費＋失業対策費＋

減価償却費

計測にあたってのデータとして､ 平成２年度

から平成��年度までは決算統計数値及びバラン

スシートの情報を用いて債務償還可能年限を測

定し､ 平成��年度以降は財政計画を参考に試算

した｡ 地方交付税については制度の見直しが現

在行われており､ 現在の交付基準を今後も維持

することは難しいと予測されるが､ ここでは現

在の地方交付税制度がこのまま続くものとして

試算した｡

図１は債務償還可能年限の推移である｡ 債務

償還能力は平成３年度が���年と一番能力が高

く､ その後平成７年度に阪神・淡路大震災の影

響で数値は���年に上昇するが､ 平成８年度に

���年と改善した後､ 平成��年度に利子割交付

金の増により若干改善するものの傾向としては

悪化し､ 平成��年度には､ ����年となっている｡

その後は､ 平成��年度以降も悪化を続け､ 平

成�	年度には����年に達する｡ 悪化の主な原因

は純負債の増加と市税の減収による債務償還可

能財源の減少にある｡

純負債は平成２年度には�
�億円であったが

平成��年度には���
�億円と���倍に膨れ上がる｡

一方､ 債務償還可能財源は平成２年度には���

億円であったものが���億円と減少している｡

純負債増加の要因はいうまでもなく負債の増

加にある｡ 平成２年度と平成��年度を比べると､

地方債残高は震災復興のための地方債増発の結

果､ ���億円から���億円へ､ 退職給与引当金は

職員構成年齢の上昇に伴い､ ��億円から��
億

円へ増えているにもかかわらず､ 退職手当積立
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金は��億円から��億円へとわずか１億円しか増

えていない｡ 明らかな積立不足である｡ また､

第３セクター負債は０から���億円へ (ここで

は土地開発公社の債務超過額のみを第３セクター

負債としているが土地開発公社の含み損につい

ては簿価の４割を時価として計算している｡ 正

確な数値を把握するには土地毎の時価評価を行

う必要がある｡)､ 債務負担行為は売布､ 仁川の

公益床の取得､ 防災公園の取得､ 新老人福祉セ

ンター､ 大型児童センターの取得が重なり��億

円から��億円へ増加している｡

一方､ 債務償還可能財源の減少要因は､ 経常

経費の増加と市税の落ち込みによるものである｡

平成２年度と平成��年度を比べると人件費が

���億円から���億円へ､ 物件費は��億円から��

億円など経常経費は���億円から���億円へと大

幅に増加している｡ また､ 市税については平成

��年度の���億円をピークに毎年減少し､ 平成

��年度では���億円と４年間で��億円も減少し

ている｡

今後､ 純負債は平成��年度にピークを迎え

�	���億円となり､ 債務償還可能財源は減少し

平成��年度に�
億円となる｡ 予測としては債務

償還能力が今後ますます悪化する方向にある｡

純負債及び債務償還可能財源の推移については

図２のとおりである｡

債務償還可能年限は以上のような推移をみせ

るが､ この予測は財政計画でしめされた数値目

標が達成されなければありえない話である｡ な

ぜなら､ 平成��年６月策定の財政計画では平成

��年度までの５年間で���億円の財源不足を解

消する必要があり､ これが達成できない場合､

平成��年度に基金がなくなり､ 財政破綻するか

らである｡ 現在の宝塚市の財政状況においては､

財源不足対策が必要不可欠であり､ 財源不足対

策をせず債務償還可能年限のみに着目していて

は平成��年度に財政破綻ということになる｡ し

たがって､ 資金繰りをまず確保した上で債務償

還能力に注意を払いながら財政運営を行う必要

がある｡

地方債発行額のコントロールによる財政運営

は現在の宝塚市の財政状況が今後大きく改善さ

れない限り､ 不可能であることが試算を行うな

かで判明した｡ 地方債発行額を削減した場合の

効果は元金の据え置き期間があるためすぐには

あらわれず､ 純負債に対して調整可能な額があ

まりにも小さいためである｡ (純負債は平成��

年度で�	�
�億円であるのに対して地方債発行

債務償還可能年限を活用した財政運営
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図１ 債務償還可能年限の推移

資料：地方財政状況調査及び宝塚市財政計画より筆者作成



額は��億円しかない｡) 債務償還能力の測定､

地方債発行額のコントロールによる財政運営は､

資金ショートをするかどうかは反映されないの

で､ その点には特に注意が必要である｡

次に､ 地方債発行額や経常経費の削減が債務

償還可能年限に与える影響について試算してみ

る｡ 図３は地方債発行額を削減した場合の債務

償還可能年限への影響額を表したグラフである｡

投資的経費を削減することにより地方債の発行

額を毎年��億円削減した場合､ 平成��年度まで

の��年間で���億円の地方債発行額を削減する

ことができ､ その結果､ ��年間で利子は��億円､

投資的経費の一般財源は���億円削減される｡

債務償還可能年限は平成��年度では���年とな

り地方債を削減しなかった場合と比べて���年

の減になる｡ これは､ 地方債の削減により純負

産研論集 (関西学院大学) ��号 ����.�
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図２ 純負債等の推移
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図３ 債務償還可能年限の推移 (地方債削減後)
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債が減り､ 公債費の減額と地方債充当事業にか

かる一般財源の減額により基金の取り崩しが不

要となり､ その分純負債は減り､ 公債費の利子

が減るため経常経費が減額し､ その結果､ 債務

償還可能財源は増えるからである｡ 純負債及び

債務償還可能財源の推移については図４のとお

りである｡

ここでは仮に単独事業の場合で地方債の充当

率を��％､ 利率を���％として試算している｡

地方債の発行額が��億円で､ 地方債充当率が��

％とすると事業費に換算して��億円の事業をや

める必要がある｡ 平成��年から平成��年度の地

方債発行額は平均約��億円であるから単独事業

費を��％削減すると考えていただくと良い｡ も

し地方債の充当率が��％より高いならば､ 投資

的経費の一般財源が小さいため純負債の削減額

は小さく､ 地方債の発行額削減による債務償還

可能年限への影響は小さくなる｡ 宝塚市の場合､

阪神・淡路大震災の被災市特例により地方債の

充当率を���％とすることができるため地方債

債務償還可能年限を活用した財政運営
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図４ 純負債等の推移 (地方債削減後)
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図５ 債務償還可能年限の推移 (経常経費削減後)
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の発行額削減による債務償還可能年限への影響

はかなり小さくなる｡ ちなみに､ 充当率が��％

の場合､ 平成��年度の債務償還可能年限は���

年で､ ���年の削減効果､ 充当率が	

％の場合､

債務償還可能年限は	
��年で､ ���年の削減効

果になる｡

図５は経常経費を削減した場合の債務償還可

能年限への影響額を表したグラフである｡ 経常

経費の削減を毎年１億円行った場合､ 平成��年

度までの	�年間で経常経費は	
�億円削減でき

る｡ 債務償還可能年限は平成��年度では���年

となり経常経費を削減しなかった場合と比べて

��	年の減になる｡ これは､ 経常経費の削減に

より債務償還可能財源が増え､ 経常経費削減の

累積額だけ基金残高が増え､ 純負債が減るから

である｡ 純負債及び債務償還可能財源の推移に

ついては図６のとおりである｡

本節では地方債発行額の削減による方法と､

経常経費削減による方法のどちらの場合がより

効果的に債務償還可能年限をコントロールでき

るか検証する｡

はじめに地方債発行額の削減による方法の場

合について考えてみる｡ 前節でも少しふれたが

地方債発行額の削減による方法は､ 地方債の充

当率と借入条件 (利率､ 償還方法) に左右され

るということである｡ 宝塚市の場合､ 震災特例

があるため地方債の充当率は高く､ 現在の利率

は低いため条件的には債務償還可能年限への影

響は小さく､ 地方債の発行額削減による方法は

効果が小さい状況にある (宝塚市における利率

別､ 充当率別の債務償還可能年限の比較につい

ては表３を参照)｡

地方債発行額の削減による方法を選択する場

合にもうひとつ考慮すべき条件として､ 自明で

あるが､ 地方債発行額を削減できるだけ地方債

が存在することが絶対条件になる｡ つまり､ 普

通建設事業にかかる地方債や臨時財政対策債を

削減できる余地がなければならない｡ ほとんど

普通建設事業がない地方自治体や普通建設事業

を地方債の発行をせずに行っている地方自治体

産研論集 (関西学院大学) ��号 ����.�
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資料：地方財政状況調査及び宝塚市財政計画より筆者作成

表３ 地方債の借入条件等による債務償還可能年限

への影響 (単位：年)

資料：地方財政状況調査及び宝塚市財政計画より筆者作成

注) 地方債の発行額を平成	�年から��年までの間､ 計画額よ

り毎年	
億円削減した場合

充当率
利率
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には地方債発行額の削減による債務償還可能年

限のコントロールは当然できない｡ そのような

地方自治体にとっては､ 経常経費の削減や受益

者負担の適正化により債務償還可能財源を確保

するしかない｡

一方､ 経常経費の削減による方法の場合は､

利率や地方債の充当率に影響を受けることはな

く削減した分だけ債務償還可能年限は好転する｡

ただし､ 普通建設事業の見直しに手をつけずに

経常経費の削減のみを行うことは地方自治体の

内部的にも､ 住民や議会に対しても説明するこ

とは難しい｡

上記の前提条件を踏まえたうえで考察してみ

る｡ 地方債発行額の削減は純負債のコントロー

ルであり､ 経常経費の削減は債務償還可能財源

のコントロールであるといえるため､ 純負債の

削減と債務償還可能財源の増額とどちらがより

効果的かについて､ 宝塚市のケースを用いて考

えてみる｡ ここでは増税はないものとしている｡

平成��年度の純負債 (�����億円) と､ 債務

償還可能財源 (���億円) で試算してみる｡ 仮

に経常経費を２億円削減した場合､ 単年度で債

務償還可能年限は����年改善し､ これと同じ効

果を純負債の削減つまり普通建設事業の削減で

行おうとすると��億円の事業をやめる必要があ

る｡

債務償還可能年限の測定にあたっての前提条

件として投資的事業は行わないものとして測定

しているため､ 普通建設事業をやめても債務償

還可能財源は増えないが､ 実際には投資的事業

を全くおこなわないことは不可能であり､ 最低

限の投資的経費にかかる一般財源を債務償還可

能年限の測定に際して考慮した場合､ 普通建設

事業を中止すれば債務償還可能財源は増えるこ

とになり､ ��億円も事業をやめなくても同じ効

果が得られる｡ しかしながら､ 宝塚市の場合､

経常収支比率が����％で普通建設事業にかかる

一般財源は大部分を基金のとりくずしでまかなっ

ており､ 市税等の一般財源から普通建設事業に

まわる財源はほとんどなく､ 普通建設事業をや

めても債務償還可能財源は増えない状況にある｡

現在の金利水準の場合､ 経常収支比率が高く､

普通建設事業を基金のとりくずしと地方債によ

りまかなっている地方自治体は､ 普通建設事業

をやめても当該年度に債務償還可能財源は増え

ないため､ まず経常経費の削減をおこなう必要

がある｡ 債務償還可能財源を増やす努力を怠る

と債務償還可能年限の改善は見込めない｡ 当然､

普通建設事業を削減し地方債の発行額を削減で

きれば将来の利子負担が削減でき､ その結果､

債務償還可能財源が増えることは言うまでもな

い｡ 一方､ 経常収支比率が低く､ 普通建設事業

を基金のとりくずしと地方債によりまかなって

いる地方自治体は､ 経常経費の削減をして住民

サービスを落とす前に､ 普通建設事業の見直し

を行い､ 基金のとりくずしを回避し､ 地方債の

発行額を抑制することにより純負債の増加を防

ぐべきである｡ 最後に､ 経常収支比率が低く､

地方債を発行せずに普通建設事業を行っている

地方自治体は､ 財政状況は良いはずであり､ 特

に対策を講じる必要もないため､ 債務償還可能

年限の推移に着目しながら財政運営を行えば良

いことになる｡

普通建設事業の削減による地方債発行額の削

減と経常経費削減による債務償還可能財源の確

保はその両方の組み合わせにより債務償還可能

年限の改善に効果を発揮するが､ 短期的には経

常経費の削減により債務償還可能財源の確保に

努めることが改善には効果的であり､ 長期的に

は金利水準が高くなるにつれて普通建設事業の

抑制の度合いを強めて､ 地方債発行額を削減す

べきである｡

債務償還可能年限の上限値を設定するにあた

り､ 小西 (����) で紹介されている地方債の格

付けの試算
６)
を参考としている｡ 小西 (����)

では起債制限比率を横軸､ 債務償還可能年限を

縦軸としているが､ ここでは､ 地方自治体の資

債務償還可能年限を活用した財政運営
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６. 債務償還可能年限の上限値の設定



金繰りを表す経常収支比率を横軸､ 債務償還可

能年限を縦軸とする図により債務償還能力の格

付けを行ってみる｡ 仮に､ 経常収支比率を��％

未満､ ��％以上��％未満､ ��％以上の３ランク

に分け､ 債務償還可能年限を６年未満､ ６年以

上��年未満､ ��年以上の３ランクに分けるとす

れば､ 格付けは図７のようになる｡
７)
経常収支

比率は資金繰りを表し､ 債務償還可能年限は純

負債の大きさを表すため､ グラフの右上に行く

ほど資金繰りが苦しく､ 純負債が大きい団体で

あり財政状況は厳しいということになる｡ この

グラフを用い､ 宝塚市の財政状況について二通

りの方法により分析を試みることで､ 債務償還

可能年限の上限値の設定について考えてみる｡

一つ目は､ 類似団体
８)
の債務償還可能年限を

試算し､ その比較から現在の財政状況を把握す

る方法である｡ 図７は平成��年度における類似

団体の状況について表したグラフである｡ この

グラフから宝塚市の財政状況は類似団体のなか

でも４番目に悪い団体であるということがわか

る｡

二つ目は､ 過去の数値との比較により､ 現在

の財政状況を把握する方法である｡ 図８は昭和

��年度から平成��年度までの債務償還可能年限

の状況をグラフにしたものである｡ 昭和��年度

から平成３年度まではグラフは基本的に左下に

向かって移動しており財政状況は年を追う毎に

好転している｡ その後はバブル経済がはじけた

こともあり基本的にグラフは右上に向かって移

動しており､ 今後見込みにおいてもその悪化傾

向に歯止めはかからない状況にある｡ (平成７

年度は阪神・淡路大震災の影響を受けているた

め突出した数値を示している｡) ちなみに財政

状況の良かった昭和�	年度から平成４年度まで

は


にランクづけされる｡ (ただし格付け

自体はひとつの思考実験であり､ 格付け機関が

からならずその格付けを与える根拠があって示

したものではない｡)

産研論集 (関西学院大学) ��号 ����.�
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６) 小西������､ ���頁

７) 格付けの区分については筆者の任意のものである｡

８) 類似団体別市町村財政指数表 (総務省) による類型であり､ 全国の市町村を人口と産業構造を基準に分類し

たもの
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図７ 類似団体の状況 (平成14年度)

資料：地方財政状況調査より筆者作成
注) 他市との比較にあたり債務償還可能年限の測定方法を統一したため図１から図３と債務償還
可能年限は異なる｡



図７と図８からわかることは､ 現在の財政状

況は過去の宝塚市のなかでもかなり悪い状態で

あり､ 全国的にみても悪い状況にあることが債

務償還可能年限の数値から証明される｡

債務償還可能年限と経常収支比率の類似団体

平均値は､ 債務償還可能年限が���年で､ 経常

収支比率が����％である｡ 今後どのような財政

状況を目指すのかにより上限値の設定年限は変

化する｡ 類似団体の平均を目指すのか､ 持続発

展可能な財政を目指すのか明確なビジョンを持

たなければ上限値の設定はできない｡ ちなみに

現在の宝塚市の格付けは���ランクであり､

持続発展可能な財政状況とは言いがたい｡ 過去

の数値から判断すると持続発展可能な財政状況

とは��ランクに格付けされる必要があり､

そのための条件は経常収支比率を��％未満にし

たうえで､ 債務償還可能年限を��	年未満とし

なければならない｡

債務償還可能年限の上限値の設定は､ 地方自

治体の姿勢を表すものであり､ 長期財政計画に

おいてどのような格付けを維持したいかという

ビジョンに基づいて決定すべきものであると考

える｡

債務償還可能年限を活用して１節で述べた現

在の財政運営における問題点の解決方法につい

て述べたいと思う｡

現在の財政運営における問題点は､ 地方債発

行限度額が決められていないことと､ 隠れ借金

があるにもかかわらず考慮されないことである｡

これらはいずれも債務償還可能年限の上限値を

将来を見据えて決定し､ その範囲内におさまる

ように経常経費の削減と地方債の発行額をコン

トロールすれば長期的には解決の糸口を見いだ

すことが出来るのではないかと考える｡

具体的には債務償還可能年限は長期財政計画

策定時に平成○○年度に○.○年にするという

方針を決定する｡ この決定の方法であるが､ 内

部的な意思決定とするか､ 対外的に公表するか

は意見の分かれるところである｡ 内部的な決定

とした場合､ 有名無実化する可能性が否定でき

ないため市民からみれば不透明な部分が残され

る｡ 一方､ 対外的に公表した場合､ 数値に縛ら

れて柔軟な対応がとれなくなる可能性がある｡

それは､ 数字が一人歩きするからである｡ この

債務償還可能年限を活用した財政運営

－ －��

７. 債務償還可能年限を活用した財政運営
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図８ 年度別推移の状況

資料：地方財政状況調査及び宝塚市財政計画より筆者作成
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あたりをふまえたうえで公表し､ 説明をすれば

実効性のあるものになると考える｡

債務償還可能年限が決定されれば､ 長期的な

視野に立ったうえで毎年度の地方債の発行額と

削減すべき経常経費の額が決定される｡ これを

実施計画の策定方針に盛り込み､ 地方債発行限

度額､ 基金取り崩し額を明確にして実施計画の

策定を行うようにすべきである｡ 予算編成時に

は若干の修正もありうるが､ 予算編成後､ 施政

方針に修正後の数値を盛り込み､ 長期的考えを

示したうえで､ 予算審議をしてもらう形にする

と良いのではないかと考える｡ 宝塚市では､ 債

務償還可能年限を決定した上での地方債発行限

度額や経常経費の削減数値目標は設定していな

いが､ 財政計画のなかで削減数値目標及び基金

取り崩し額が決められている｡ 宝塚市長は公約

として､ 平成��年度において収支均衡を図るこ

と､ 財政再建を８年間で行うこと､ 起債制限比

率が��％を超えないようにすることを掲げてお

り､ その実現に取り組んでいるところである｡

現在､ 地方債制度は許可制であるが､ 平成��

年度には許可制から事前協議制に移行する｡ こ

のとき､ 現在の財政制度では原則的に認められ

ていない赤字地方債についても ｢同意のない地

方債｣ という形で発行できる見込みである｡ 地

方公共団体は財政再建団体制度があり､ 地方債

の償還については国がさまざまな制度で保証し

ているため現在のところ債務不履行はあり得な

いが､ 地方債の事前協議制実施時には ｢同意の

ある地方債｣ と ｢同意のない地方債｣ に分けら

れ､ ｢同意のない地方債｣ には国の保証は付か

ないのではないかという懸念がある｡ (不同意

債であっても起債制限の対象となるので､ 地方

債の発行高がかさんで債務不履行になる懸念は

ないというのが総務省の見解である｡) その時

にこそ債務償還可能年限は意味を持ってくる｡

つまり､ 債務償還可能年限は地方債の格付けそ

のものであり､ 今後､ 赤字地方債の発行を考え

るときに必要となってくる｡ 債務償還能力を予

測したうえで赤字地方債を発行し､ 資金不足の

解消を図ることも可能となるのである｡ ただし､

赤字地方債の発行は､ 歳入の範囲で歳出をコン

トロールできること､ 債務償還能力の把握をし

たうえで公表することが前提であり､ 前提が満

たされなければ赤字地方債の発行は許されるも

のではない｡

注

本論文は､ ����年��月から����年９月までの間､

関西学院大学産業研究所の受託研究員として､ 同研

究所の小西砂千夫教授の指導のもと､ 地方財政につ

いて研究活動を行った成果としてまとめたものであ

る｡ 地方自治体を取り巻く問題を先進的なアプロー

チで解決を試みる研究指導者の論文や講義に触れる

機会を与えてくださったこと､ さまざまな自治体関

係者と交流できたこと､ 研修機会を設けて頂いた宝

塚市役所､ 上司の励まし､ アドバイス､ そして御指

導いただいた小西教授に感謝するものである｡

なお､ 本論の見解は､ 研修の結果としてのまった

くの私見であり､ 宝塚市の財政運営に関する公式の

見解ではないことを明記しておく｡
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